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委員：保護者代表・地域住民
   地域学校協働活動推進委員
             など

協議会の設置
委員の任命
協議会の適切な
運営を確保する
措置

教職員の任用
（学校運営協議会
 の意見を尊重）

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

情報提供・協議を
踏まえた支援活動

協議の結果に係る
情報提供の努力義務

保護者・地域住民
（地域学校協働本部等）

委員の任命に
校長の意見を反映

柔軟な運用を
可能とする仕組みへ

説明

意見

香取市小中学校コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

学校運営への必要な支援に関する協議

学校運営に関する
意見

保護者・地域・学校支援者のみなさまへ               香取市教育委員会

　香取市もコミュニティ・スクール
　（学校運営協議会制度）の導入が
　始まっています！

　香取市の各小中学校では、これまでの学校評議員制度からコミュニ
ティ・スクール（学校運営協議会制度）に移行しています。令和５年
度に香取市立新島小学校をモデル校としてスタートし、令和６年度に
は、新島中学校、山田小学校。令和7年度には市内１５校がさらに導
入を開始し、令和８年度には市内２２校、全ての小中学校で実施する
予定です。

学校評議員制度

〇学校評議員は、保
護者や地域の方に意
見を聞くための制度
です。

コミュニテ ィ・スクール（学校運営協議会制度）の仕組み

教職員の任用に関する
意見

説明

承認

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

〇学校運営協議会は、保護者や地域の方が一定
の権限をもって学校運営に参画する制度です。
〇学校と地域がより連携・協働できる体制にし、
地域の特性を生かした学校づくりや課題解決に
向けた取組ができます。

　地域の方々と目標、育てたい子供像を共有し、未来の地域社会の発
展を担える子供たちを育てていきたいと考えています。


